
令令和和元元年年度度

「「危危険険物物のの取取扱扱作作業業のの保保安安にに関関すするる講講習習」」実実施施案案内内

和和 歌歌 山山 県県
和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定により「危険物の
取扱作業の保安に関する講習」を次のとおり実施します。

１１ 講講習習のの日日時時及及びび場場所所
講習の日時及び場所は次のとおりです。
受講申請の際、希望する日を指定することができます。

会会場場区区分分 講講習習種種別別 講講 習習 日日 講講習習時時間間 場場 所所

((注注)) 講講習習種種別別のの番番号号はは、、次次のの区区分分ののととおおりりでですす。。
①給油取扱所 ： 給油取扱所（自家用給油取扱所を含む｡)において危険物の取扱

作業に従事する危険物取扱者を対象とした講習
②コンビナート： 石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号)第２条

第６号に規定する特定事業所における危険物施設(①に該当する
危険物施設を除く｡)において危険物の取扱作業に従事する危険
物取扱者を対象とした講習

③その他一般 ： ①及び②に掲げる危険物施設以外の危険物施設において危険物
の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした講習
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１１ 講講習習のの日日時時及及びび場場所所
講習の日時及び場所は次のとおりです。
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②コンビナート： 石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号)第２条
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会場区分会場区分 講習種別講習種別 講 習 日講 習 日 講習時間講習時間 場　　所場　　所

和 歌 山 第 １和 歌 山 第 １ ①給油取扱所①給油取扱所 1010月月  11  日 (日 ( 木木 ))  9:30 9:30～～12:3012:30

和歌山県勤労福祉会館和歌山県勤労福祉会館

プ ラ ザ ホ ー ププ ラ ザ ホ ー プ

（和歌山市北出島（和歌山市北出島

1丁目5 番47号）1丁目5 番47号）

和 歌 山 第 ２和 歌 山 第 ２ ③その他一般③その他一般 1010月月  11  日 (日 ( 木木 )) 13:3013:30～～16:3016:30

和 歌 山 第 ３和 歌 山 第 ３ ③その他一般③その他一般 1010月月 2222 日 (日 ( 木木 ))  9:30 9:30～～12:3012:30

和 歌 山 第 ４和 歌 山 第 ４ ①給油取扱所①給油取扱所 1010月月 2222 日 (日 ( 木木 )) 13:3013:30～～16:3016:30

和 歌 山 第 ５和 歌 山 第 ５ ②②コンビナートコンビナート 1010月月 2727 日 (日 ( 火火 ))  9:30 9:30～～12:3012:30

和 歌 山 第 ６和 歌 山 第 ６ ③その他一般③その他一般 1010月月 2727 日 (日 ( 火火 )) 13:3013:30～～16:3016:30

有 田 第 １有 田 第 １ ①給油取扱所①給油取扱所 1010月月  88  日 (日 ( 木木 ))  9:30 9:30～～12:3012:30
有田市文化福祉センター有田市文化福祉センター

（有田市箕島 27）（有田市箕島 27）
有 田 第 ２有 田 第 ２ ③その他一般③その他一般 1010月月  88  日 (日 ( 木木 )) 13:3013:30～～16:3016:30

田 辺 第 １田 辺 第 １ ①給油取扱所①給油取扱所 1010月月 1515 日 (日 ( 木木 ))  9:30 9:30～～12:3012:30 和 歌 山 県 立 情 報 交 流和 歌 山 県 立 情 報 交 流

センター　Big・Uセンター　Big・U

（田辺市新庄町3353 - 9）（田辺市新庄町3353 - 9）田 辺 第 ２田 辺 第 ２ ③その他一般③その他一般 1010月月 1515 日 (日 ( 木木 )) 13:3013:30～～16:3016:30

那智勝浦第１那智勝浦第１ ①給油取扱所①給油取扱所 1111月月  55  日 (日 ( 木木 ))  9:30 9:30～～12:3012:30 那智勝浦町体育文化会館那智勝浦町体育文化会館

（東牟婁郡那智勝浦町（東牟婁郡那智勝浦町

      　　天満 441 - 8）      　　天満 441 - 8）那智勝浦第２那智勝浦第２ ③その他一般③その他一般 1111月月  55  日 (日 ( 木木 )) 13:3013:30～～16:3016:30

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定により「危険物

の取扱作業の保安に関する講習」を次のとおり実施します。

受講申請の際、希望する日を指定することができます。

令和８年度令和８年度

和 歌 山 県和 歌 山 県

和歌山県危険物安全協会和歌山県危険物安全協会

「危険物の取扱作業の保安に関する講習」実施案内「危険物の取扱作業の保安に関する講習」実施案内

１ 講習の日時及び場所１ 講習の日時及び場所

対面講習



２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

①　持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

②　郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類等を和歌山県危険物安全

協会あてに送付してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

令和８年８月17日（月）から８月21日（金）消印有効令和８年８月17日（月）から８月21日（金）消印有効

危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所

又は取扱所において、危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事して

いる方は、定められた期間内に受講しなければならない義務があります。

受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じられる

ことがあります。
２２ 受受講講対対象象者者等等

危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

新たに従事する方で、過去２年以内に
免状の交付又は講習を受けている方

免状の交付日、又は講習を受けた日
以後における最初の４月１日から３年
以内、以降は３年ごとに受講

３ 受講申請手続３ 受講申請手続

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２ 受講対象者等２ 受講対象者等

〒640-8241
和歌山市雑賀屋町東ノ丁５１番地 第二新谷ビル３階

那賀振興局地域づくり課

伊都振興局総務県民課

有田振興局地域づくり課

日高振興局総務県民課

西牟婁振興局地域づくり課

東牟婁振興局総務県民課

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。
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２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。



２２ 受受講講対対象象者者等等
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所又は
取扱所において危険物の取扱作業(保安監督の業務を含む。）に従事している
方は、定められた期間内に受講しなければならないと定められています。
なお、受講期限内に受講しない場合は、消防法違反となり免状の返納を命じら
れることがあります。

保保安安講講習習のの受受講講ササイイククルル

継続して危険物取扱作業に従事して 前回講習を受けた日以後における最初
いる方 の４月１日から３年以内ごとに受講

新たに危険物取扱作業に従事する方 新たに従事することとなった日から
１年以内、以降は３年ごとに受講

新たに従事する方で、過去２年以内に 免状の交付日、又は講習を受けた日
免状の交付又は講習を受けている方 以後における最初の４月１日から３年

以内、以降は３年ごとに受講

３３ 受受講講申申請請手手続続
((１１)) 受受付付期期間間 令令和和元元年年８８月月１１９９日日（（月月））かからら８８月月２２３３日日（（金金））ままでで

（午前９時から正午、午後１時から午後５時まで）
((２２)) 受受付付場場所所

受 付 場 所 所 在 地 電 話 番 号

〒640-8269
和歌山県危険物安全協会 和歌山市小松原通1-1-7ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ5階 073-425-3556

那賀振興局総務県民課 岩出市高塚２０９ 0736-61-0005

伊都振興局総務県民課 橋本市市脇４丁目５－８ 0736-33-4906

有田振興局総務県民課 有田郡湯浅町湯浅２３５５－１ 0737-64-1255

日高振興局総務県民課 御坊市湯川町財部６５１ 0738-24-2904

西牟婁振興局総務県民課 田辺市朝日ヶ丘２３－１ 0739-26-7906

東牟婁振興局総務県民課 新宮市緑ヶ丘２丁目４－８ 0735-21-9606

((３３)) 受受付付方方法法
① 持参の場合は、受付場所へ次の（４）に示す書類等を持参してください。

なお、各振興局総務県民課に持参される場合は、窓口で配布している
返信用封筒（切手の貼付は必要ありません。)に宛名等を記入のうえ､申請
書と併せて提出してください｡

また、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

② 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、（４）に示す書類と返信用封筒（切
手の貼付は必要ありません）に宛名を記入のうえ、和歌山県危険物安全協
会あてに送付してください。

なお、事業所で一括申請される場合は、人数に関係なく、返信用封筒は、
１事業所１枚で事業所の宛名を記入してください。

((４４)) 申申請請時時にに必必要要なな書書類類等等

危険物取扱者保安 （１）指定用紙に楷書で丁寧に記入してください。
講 習 受 講 申 請 書 （２）※印以外の欄は、すべて記入してください。

（３）一括申請用には、講習会場を同じくする受講者
受 講 票 を記入してください。

講習会場が異なる場合は、別葉としてください。

４４，，７７００００円円（（和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙））
上記相当額の和歌山県収入証紙（収収入入印印紙紙不不可可）を

受 講 手 数 料 受講申請書の手数料欄に貼り付けてください。
和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会でではは、、和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙をを
販販売売ししてておおりりまませせんんののでで、、ああららかかじじめめ用用意意願願いいまますす。

※ 和歌山県収入証紙は、県で指定された売りさばき人と県の売りさばき機関
（紀陽銀行県庁支店、県各振興局等）で購入していただけます。

４４ 講講習習会会当当日日にに必必要要ななもものの
（１）受講票
（２）危険物取扱者免状
（３）筆記用具

※ テキストは、当日会場で配布します。

５５ 講講習習科科目目及及びび講講習習時時間間
（１）危険物関係法令に関する事項 １時間
（２）危険物の火災予防に関する事項 ２時間

６６ 受受講講のの証証明明
講習を修了された方には、当該受講者の危険物取扱者免状に「講習修了」の旨の
押印をすることによってこれを証します。

７７ そそのの他他のの留留意意事事項項
（１）受講申請書の受理後は、受講申請書及び手数料を返還しません。
（２）講習会場の収容定員の関係上、会場が希望に添えない場合もあります。
（３）講習会場へは､なるべく公共交通機関をご利用ください｡
（４）個人情報については､本人の同意なしに第三者に開示･提供はいたしません｡

８８ 問問いい合合わわせせ先先
講習に関する問い合わせは、和歌山県危険物安全協会、県庁危機管理・消防課に
お願いします。

○○ 和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会
〒640-8269 和歌山市小松原通１－１－７ サンケイビル５階
ＴＥＬ ０７３－４２５－３５５６

○○ 県県庁庁危危機機管管理理・・消消防防課課
〒640-8585 和歌山市小松原通１－１（県庁南別館３階）
ＴＥＬ ０７３－４４１－２２６３

((４４)) 申申請請時時にに必必要要なな書書類類等等

危険物取扱者保安 （１）指定用紙に楷書で丁寧に記入してください。
講 習 受 講 申 請 書 （２）※印以外の欄は、すべて記入してください。

（３）一括申請用には、講習会場を同じくする受講者
受 講 票 を記入してください。

講習会場が異なる場合は、別葉としてください。

４４，，７７００００円円（（和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙））
上記相当額の和歌山県収入証紙（収収入入印印紙紙不不可可）を

受 講 手 数 料 受講申請書の手数料欄に貼り付けてください。
和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会でではは、、和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙をを
販販売売ししてておおりりまませせんんののでで、、ああららかかじじめめ用用意意願願いいまますす。

※ 和歌山県収入証紙は、県で指定された売りさばき人と県の売りさばき機関
（紀陽銀行県庁支店、県各振興局等）で購入していただけます。

４４ 講講習習会会当当日日にに必必要要ななもものの
（１）受講票
（２）危険物取扱者免状
（３）筆記用具

※ テキストは、当日会場で配布します。

５５ 講講習習科科目目及及びび講講習習時時間間
（１）危険物関係法令に関する事項 １時間
（２）危険物の火災予防に関する事項 ２時間

６６ 受受講講のの証証明明
講習を修了された方には、当該受講者の危険物取扱者免状に「講習修了」の旨の
押印をすることによってこれを証します。

７７ そそのの他他のの留留意意事事項項
（１）受講申請書の受理後は、受講申請書及び手数料を返還しません。
（２）講習会場の収容定員の関係上、会場が希望に添えない場合もあります。
（３）講習会場へは､なるべく公共交通機関をご利用ください｡
（４）個人情報については､本人の同意なしに第三者に開示･提供はいたしません｡

８８ 問問いい合合わわせせ先先
講習に関する問い合わせは、和歌山県危険物安全協会、県庁危機管理・消防課に
お願いします。

○○ 和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会
〒640-8269 和歌山市小松原通１－１－７ サンケイビル５階
ＴＥＬ ０７３－４２５－３５５６

○○ 県県庁庁危危機機管管理理・・消消防防課課
〒640-8585 和歌山市小松原通１－１（県庁南別館３階）
ＴＥＬ ０７３－４４１－２２６３

((４４)) 申申請請時時にに必必要要なな書書類類等等

危険物取扱者保安 （１）指定用紙に楷書で丁寧に記入してください。
講 習 受 講 申 請 書 （２）※印以外の欄は、すべて記入してください。

（３）一括申請用には、講習会場を同じくする受講者
受 講 票 を記入してください。

講習会場が異なる場合は、別葉としてください。

４４，，７７００００円円（（和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙））
上記相当額の和歌山県収入証紙（収収入入印印紙紙不不可可）を

受 講 手 数 料 受講申請書の手数料欄に貼り付けてください。
和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会でではは、、和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙をを
販販売売ししてておおりりまませせんんののでで、、ああららかかじじめめ用用意意願願いいまますす。

※ 和歌山県収入証紙は、県で指定された売りさばき人と県の売りさばき機関
（紀陽銀行県庁支店、県各振興局等）で購入していただけます。

４４ 講講習習会会当当日日にに必必要要ななもものの
（１）受講票
（２）危険物取扱者免状
（３）筆記用具

※ テキストは、当日会場で配布します。

５５ 講講習習科科目目及及びび講講習習時時間間
（１）危険物関係法令に関する事項 １時間
（２）危険物の火災予防に関する事項 ２時間

６６ 受受講講のの証証明明
講習を修了された方には、当該受講者の危険物取扱者免状に「講習修了」の旨の
押印をすることによってこれを証します。

７７ そそのの他他のの留留意意事事項項
（１）受講申請書の受理後は、受講申請書及び手数料を返還しません。
（２）講習会場の収容定員の関係上、会場が希望に添えない場合もあります。
（３）講習会場へは､なるべく公共交通機関をご利用ください｡
（４）個人情報については､本人の同意なしに第三者に開示･提供はいたしません｡

８８ 問問いい合合わわせせ先先
講習に関する問い合わせは、和歌山県危険物安全協会、県庁危機管理・消防課に
お願いします。

○○ 和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会
〒640-8269 和歌山市小松原通１－１－７ サンケイビル５階
ＴＥＬ ０７３－４２５－３５５６

○○ 県県庁庁危危機機管管理理・・消消防防課課
〒640-8585 和歌山市小松原通１－１（県庁南別館３階）
ＴＥＬ ０７３－４４１－２２６３

講習を修了された方には、危険物取扱者免状の裏面に講習を修了したことを

証明し、免状をお返しします。

４ 講習会当日に必要なもの４ 講習会当日に必要なもの

５ 講習科目及び講習時間５ 講習科目及び講習時間

６ 受講の証明６ 受講の証明

７ その他の留意事項７ その他の留意事項

（１）受講申請書の受理後は、受講申請書及び手数料は理由を問わず返還しません。

（２）講習会場の収容定員の関係上、会場が希望に添えない場合もあります。

（３）個人情報については、本人の同意なしに第三者に開示･提供することはありません｡

８ 危険物取扱者免状の写真の書換え８ 危険物取扱者免状の写真の書換え

一般財団法人消防試験研究センター和歌山県支部　電話 073-425-3369

※免状の写真を撮影した日から 10 年を経過した場合は、写真の書換えが必要です。

（１）受講票（申請後、受講日までに返信用封筒により受講票を送付します。）

（２）危険物取扱者免状（講習当日、会場受付へ提出してください。）

（３）筆記用具

（１）危険物関係法令に関する事項　　　１時間

（２）危険物の火災予防に関する事項　　２時間

危険物取扱者保安
講 習 受 講 申 請 書

①指定用紙に楷書で丁寧に記入してください。
②※印以外の欄は、すべて記入してください。
③一括申請用には、講習会場を同じくする受講者を記入

してください。
講習会場が異なる場合は、別葉としてください。

受 講 票
和歌山県危険物安全協会、県庁危機管理消防課、各振興局
地域づくり部（海草を除く）、各消防本部で配布しています。

受 講 手 数 料

5,305,300 円0 円（和歌山県収入証紙和歌山県収入証紙）（非課税非課税）
上記相当額の和歌山県収入証紙（収入印紙不可収入印紙不可）を受講
申請書の手数料欄に貼り付けてください。
和歌山県危険物安全協会では、和歌山県収入証紙を販売
してませんので、あらかじめご用意ください。

返 信 用 封 筒
（ 受 講 票 返 信 用 ）

※必ず必要です

宛先を明記し、普通郵便料金の切手を貼付してください。
事業所等で一括申請される場合、受講票も一括して 1 通
の封筒で返信します。
返信用封筒には切手を料金不足のないように貼付し、必
ずご担当者名を記入してください。
（受講票 27 枚まで 110 円切手、59 枚まで 180 円切手、89
枚まで 270 円切手）
封筒の重さで多少違ってきます。確認し貼付してください。
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((４４)) 申申請請時時にに必必要要なな書書類類等等

危険物取扱者保安 （１）指定用紙に楷書で丁寧に記入してください。
講 習 受 講 申 請 書 （２）※印以外の欄は、すべて記入してください。

（３）一括申請用には、講習会場を同じくする受講者
受 講 票 を記入してください。

講習会場が異なる場合は、別葉としてください。

４４，，７７００００円円（（和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙））
上記相当額の和歌山県収入証紙（収収入入印印紙紙不不可可）を

受 講 手 数 料 受講申請書の手数料欄に貼り付けてください。
和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会でではは、、和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙をを
販販売売ししてておおりりまませせんんののでで、、ああららかかじじめめ用用意意願願いいまますす。

※ 和歌山県収入証紙は、県で指定された売りさばき人と県の売りさばき機関
（紀陽銀行県庁支店、県各振興局等）で購入していただけます。

４４ 講講習習会会当当日日にに必必要要ななもものの
（１）受講票
（２）危険物取扱者免状
（３）筆記用具

※ テキストは、当日会場で配布します。

５５ 講講習習科科目目及及びび講講習習時時間間
（１）危険物関係法令に関する事項 １時間
（２）危険物の火災予防に関する事項 ２時間

６６ 受受講講のの証証明明
講習を修了された方には、当該受講者の危険物取扱者免状に「講習修了」の旨の
押印をすることによってこれを証します。

７７ そそのの他他のの留留意意事事項項
（１）受講申請書の受理後は、受講申請書及び手数料を返還しません。
（２）講習会場の収容定員の関係上、会場が希望に添えない場合もあります。
（３）講習会場へは､なるべく公共交通機関をご利用ください｡
（４）個人情報については､本人の同意なしに第三者に開示･提供はいたしません｡

８８ 問問いい合合わわせせ先先
講習に関する問い合わせは、和歌山県危険物安全協会、県庁危機管理・消防課に
お願いします。

○○ 和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会
〒640-8269 和歌山市小松原通１－１－７ サンケイビル５階
ＴＥＬ ０７３－４２５－３５５６

○○ 県県庁庁危危機機管管理理・・消消防防課課
〒640-8585 和歌山市小松原通１－１（県庁南別館３階）
ＴＥＬ ０７３－４４１－２２６３
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記入例記入例

和 歌 山 県 危 険 物 安 全 協 会

http://www.wakayama-kiankyo.server-shared.com/

※ 台風等の自然災害や感染症拡大防止のため、保安講習会を中止する場合があり

ます。中止を決定した場合は、和歌山県危険物安全協会のホームページに掲載

しますので、最新の情報をご確認ください。

９ 問い合わせ先９ 問い合わせ先

令和 8令和 8 2121

11

令和 8令和 8

令和 8令和 8

2121

2222令和 8令和 8

講習に関する問い合わせは、和歌山県危険物安全協会又は県庁危機管理消防課に

お願いします。

22
33

〒640-8241　　和歌山市雑賀屋町東ノ丁５１番地 第二新谷ビル３階

※ 免状番号欄には、写真書換えの期日の下に印字されている１２桁の数字を必ず記入してください。

((４４)) 申申請請時時にに必必要要なな書書類類等等

危険物取扱者保安 （１）指定用紙に楷書で丁寧に記入してください。
講 習 受 講 申 請 書 （２）※印以外の欄は、すべて記入してください。

（３）一括申請用には、講習会場を同じくする受講者
受 講 票 を記入してください。

講習会場が異なる場合は、別葉としてください。

４４，，７７００００円円（（和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙））
上記相当額の和歌山県収入証紙（収収入入印印紙紙不不可可）を

受 講 手 数 料 受講申請書の手数料欄に貼り付けてください。
和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会でではは、、和和歌歌山山県県収収入入証証紙紙をを
販販売売ししてておおりりまませせんんののでで、、ああららかかじじめめ用用意意願願いいまますす。

※ 和歌山県収入証紙は、県で指定された売りさばき人と県の売りさばき機関
（紀陽銀行県庁支店、県各振興局等）で購入していただけます。

４４ 講講習習会会当当日日にに必必要要ななもものの
（１）受講票
（２）危険物取扱者免状
（３）筆記用具

※ テキストは、当日会場で配布します。

５５ 講講習習科科目目及及びび講講習習時時間間
（１）危険物関係法令に関する事項 １時間
（２）危険物の火災予防に関する事項 ２時間

６６ 受受講講のの証証明明
講習を修了された方には、当該受講者の危険物取扱者免状に「講習修了」の旨の
押印をすることによってこれを証します。

７７ そそのの他他のの留留意意事事項項
（１）受講申請書の受理後は、受講申請書及び手数料を返還しません。
（２）講習会場の収容定員の関係上、会場が希望に添えない場合もあります。
（３）講習会場へは､なるべく公共交通機関をご利用ください｡
（４）個人情報については､本人の同意なしに第三者に開示･提供はいたしません｡

８８ 問問いい合合わわせせ先先
講習に関する問い合わせは、和歌山県危険物安全協会、県庁危機管理・消防課に
お願いします。

○○ 和和歌歌山山県県危危険険物物安安全全協協会会
〒640-8269 和歌山市小松原通１－１－７ サンケイビル５階
ＴＥＬ ０７３－４２５－３５５６

○○ 県県庁庁危危機機管管理理・・消消防防課課
〒640-8585 和歌山市小松原通１－１（県庁南別館３階）
ＴＥＬ ０７３－４４１－２２６３

5,300円分5,300円分
5,300円5,300円分分






